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３
月
30
日
は
子
供
の
家
保
育
園
の

卒
園
式
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
午
後
１

時
30
分
か
ら
卒
園
児
15
人
が
し
お
か

ぜ
を
訪
問
し
て
く
れ
ま
し
た
。
18
人

の
入
居
者
は
こ
の
日
を
楽
し
み
に
し

て
歌
の
練
習
や
子
ど
も
た
ち
に
手
渡

す
プ
レ
ゼ
ン
ト
（
桜
の
花
を
あ
ら
わ

す
貼
り
絵
）
を
つ
く
っ
た
り
し
て
こ

の
日
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
一
生
懸
命
練
習
し

て
き
た
踊
り
や
ハ
ン
ド
ベ
ル
を
披
露

し
て
く
れ
ま
し
た
。
入
居
者
の
中
に

は
思
わ
ず
子
ど
も
た
ち
に
駆
け
寄
っ

た
り
、
涙
を
流
し
た
り
、
大
喜
び
で

し
た
。
入
居
者
は
お
返
し
に
「
ミ
カ

ン
の
花
咲
く
丘
」
と
「
村
祭
り
」
を

歌
い
、
貼
り
絵
や
お
菓
子
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
一
人

ひ
と
り
に
花
が
贈
ら
れ
、「
き
ょ
う

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま

た
あ
そ
び
に
き
ま
す
」
の
挨
拶
で

に
ぎ
や
か
な
交
流
会
は
終
了
し
ま
し

た
。

　

帰
り
に
は
保
育
園
ま
で
見
送
っ
た

入
居
者
も
あ
り
、
心
に
残
る
イ
ベ
ン

ト
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
い

ろ
い
ろ
な
機
会
に
交
流
が
で
き
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

　

大
田
区
内
の
15
団
体
が
実
行
委
員

会
に
参
加
し
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
全

体
の
参
加
者
は
88
人
で
、
雇
用
・
労

働
相
談
、
生
活
相
談
、
法
律
相
談
、

医
療
・
歯
科
相
談
が
行
わ
れ
、
48
人

の
相
談
者
が
あ
り
ま
し
た
。

　

相
談
の
中
か
ら
、

２
人
が
生
活
保
護
申

請
、
就
労
支
援
１
人

と
な
り
ま
し
た
。
医

療
・
歯
科
相
談
に
は

28
人
の
相
談
が
あ
り

ま
し
た
。

　

相
談
内
容
で
は
、

「
北
海
道
か
ら
解
体

会
社
の
日
雇
で
上
京

し
た
。
給
料
は
１
日

１
万
２
千
円
の
契
約

で
、
食
事
支
給
の
契

約
内
容
だ
っ
た
が
、

実
際
は
１
日
６
千
円

〜
７
千
円
の
支
払
い

で
食
事
代
も
な
い
。
１
日
休
む
と

２
万
円
が
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
代
と
し
て

引
か
れ
る
」「
日
雇
い
で
仕
事
を
し

て
い
る
。
Ｔ
大
学
病
院
で
食
道
に
２

㌢
く
ら
い
の
腫
瘍
ら
し
き
も
の
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
治

療
し
て
い
な
い
。
最
近
４
〜
５
㌔
体

重
が
減
っ
て
き
た
。
妻
も
パ
ー
ト
だ

し
、
息
子
も
コ
ン
ビ
ニ
で
ア
ル
バ
イ

ト
で
、
お
金
が
な
く
て
病
院
に
か
か

れ
な
い
」「
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
で
１
年

半
暮
ら
し
て
き
た
が
、
貯
金
も
底
を

つ
き
い
よ
い
よ
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
り

そ
う
」な
ど
の
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

　

た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
人
の

相
談
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
切
実

な
内
容
に
参
加
者
も
予
想
を
超
え
る

深
刻
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
日
は

案
内
チ
ラ
シ
２
９
０
０
枚
、
相
談
先

の
電
話
番
号
入
り
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ

シ
ュ
２
５
０
０
個
を
配
布
し
ま
し

た
。

　医療費払えない人が活用できる
無料低額診療　

【問】　無料低額診療について教えてください。
【答】　生活に困り医療費がない、保険証をもっていないなどの場合に、
無料または低額で診療が受けられる制度で、「無料低額診療事業」と
いいます。
　　社会福祉法に定める「生計困難者のために、無料または低額な料金
で、診療を行う事業」（法２条３項）で、各医療機関が実施主体とな
り、医療費の自己負担分を無料または低額で診療する制度です。患者
や家族は、医療機関や社会福祉協議会などと相談して医療機関に申請
し、各医療機関はそれぞれが定めている独自の審査基準で審査を行い
受理するかどうかを決めます。受理されると無料または低額の診療券
が発行されます。

　医療費は医療機関が負担

【問】　患者の医療費は、だれが負担することになるのですか。
【答】　医療機関がもつことになるので、減収となります。しかし、法人
税や固定資産税などの減免措置が受けられることになっています。

【問】　どんな人が利用できるのですか。
【答】　05年の厚生労働省の「無料低額診療事業の概要」によると、「低
所得者」「要保護者」「ホームレス」「ＤＶ被害者」「人身取引被害者」
などの生計困難者です。

　全国263カ所で実施

【問】　実施している医療機関の数や、条件などはどうなっていますか。
【答】　設置者別で、社会福祉法人89、済生会77、社団法人41、財団法
人43、日本赤十字社９、宗教法人３、地方公共団体１の計２６３カ
所です。都道府県別では別表のようになり、ゼロが６県あります。

　　条件は減免方法を定めて明示すること、医療ソーシャルワーカーを
置くこと、生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談を行うな
ど義務付けられています。

　制度の適用は一時的な措置

【問】　この制度は何回も利用できますか。
【答】　制度の適用は生活が改善するまでの一時的な措置で、無料診療の
場合は、健康保険加入や生活保護開始までの原則１カ月、最大３カ月、
一部負担金の全額免除と一部負担金の一部免除は６カ月を基準に適用
されています。

【問】　話題になっているのは、何か理由があったからですか。
【答】　貧困が広がり、医療費の支払いが困難な人がふえているというこ
とや、厚生労働省の「医療機関の未収金問題に関する検討会報告書」
で、この制度の活用が提起されたこと、そして、民主的医療機関の間
で、こうした制度が活用できるよう申請運動が展開され、いくつかの
病院で新たに認定されているからです。身近な病院にそうした事業を
やってもらえるように自治体や病院に要望し、制度を利用できるよう
にしていきましょう。　　　　　（生活と健康を守る会新聞より紹介）

写真の後列左より、加藤祐二（研修医）・吉田毅（理学療法士）・柏木暢平（看
護師）・畠裕太（看護師）・鈴木陽介（研修医）・小林太平（事務）・鈴木
賢治（看護師）

中列左より、印南暁世（看護師）・大島知恵（看護師）・近藤文香（看護師）・
小原玲奈（看護師）・鈴木美由記（看護師）・山田藍子（看護師）・廣瀬亜
津沙（看護師）・東充洋（事務）

前列左より、大橋照美（介護福祉士）・澤田美里（看護師）・土屋沙也香（看護
師）・小嶋英揮（理学療法士）・思麻衣子（看護師）・加藤まゆか（歯科衛
生士）・石川正美（歯科衛生士）

子どもたちから花が贈られました 元気なくみ体操に入居者は大喜び

虹の家しおかぜ入居者と子供の家保育園卒園児の交流会

「お金がなくて病院へもいけない」との相談も

城南保健生協の協力医療機関への

　入職おめでとうございます

　

蒲
田
駅
西
口
で
何
で
も
相
談
会

3
月
21
日
㈯　

13
時
〜
15
時　


